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 日頃は格別のご支援をたまわり誠にありがとうございます。 

 さて、昨今、弊社の CAD/CAM 冠用材料に同梱している「トレーサビリティシール」がイン

ターネット販売サイト等（以下、「ネットサイト等」といいます。）で売買取引の対象として出品

されている事実が散見されます。 

 CAD/CAM 冠用材料製品に同梱される「トレーサビリティシール」は、厚生労働省通知「特定

保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」において、「製品に付属している使用

した材料の名称及びロット番号等を記載した文書（シール等）を保存して管理すること（診療録

に貼付する等）」とされています。 

 ネットサイト等で売買取引にて入手した「トレーサビリティシール」の使用は、実際に使用さ

れた弊社製品とは異なるロット番号等の記録に繋がるため診療経過の記録としての正確性を欠く

恐れがあります。また、当該記録に基づく特定保険医療材料の保険請求は、法律違反を招く不適

切な取扱いとなります。 

 従いまして、ご購入された弊社製品の「トレーサビリティシール」について、 

 ●適切な管理を頂くこと。 

 ●ネットサイト等への出品などの販売・譲渡等をしないこと。 

 ●ネットサイト等で出品を確認しても、売買取引をしないこと。 

をお願い申し上げるとともに、弊社製品及び「トレーサビリティシール」を適切にご使用下さい

ますようお願い申し上げます。 

 

 

■弊社トレーサビリティシール例 


